
議
員
提
出
第
十
九
号
議
案

鳥
獣
の
捕
獲
促
進
体
制
強
化
の
速
や
か
な
実
施
を
求
め
る
意
見
書

シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
等
に
よ
る
自
然
生
態
系
へ
の
影
響
及
び
農
林
水
産
業
被
害
が
深
刻
化
す
る
中
、
狩
猟
者

の
減
少
・
高
齢
化
等
に
よ
り
鳥
獣
捕
獲
の
担
い
手
が
減
少
し
て
い
る
。

鳥
獣
の
捕
獲
等
の
一
層
の
促
進
と
捕
獲
等
の
担
い
手
の
育
成
が
必
要
と
の
観
点
か
ら
、
政
府
は
先
の
国
会

に
お
い
て
、「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
を
改
正
し
、
法
律
の
目
的
に
鳥
獣
の
「
保

護
」
だ
け
で
な
く
「
管
理
」
の
定
義
を
規
定
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
法
改
正
で
は
、
「
保
護
」
と
「
管
理
」
の

施
策
体
系
の
整
理
、
指
定
管
理
鳥
獣
に
定
め
ら
れ
た
鳥
獣
の
集
中
的
か
つ
広
域
的
に
管
理
を
図
る
事
業
の
創

設
、
一
定
の
条
件
下
で
の
夜
間
銃
猟
を
可
能
に
す
る
規
制
緩
和
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
制
度
の
創
設
な

ど
、
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
行
な
わ
れ
て
鳥
獣
の
捕
獲
体
制
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
効
果
的
な
事
業
実
施
体
制
の
構
築
や
財
源
等
に
十
分
な
配
慮

を
求
め
る
声
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
改
正
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
十
分
に
留

意
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
・
管
理
に
つ
い
て
は
、
国
が
主
導
し
て
よ
り
効
果

的
な
広
域
対
応
を
行
う
た
め
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
こ
と
。

二

市
町
村
へ
の
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
の
予
算
を
拡
充
さ
せ
る
ほ
か
、
新
設
さ
れ
る
指
定
管
理

鳥
獣
捕
獲
等
事
業
が
十
分
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
実
施
計
画
を
作
成
し
た
都
道
府
県
に
対
し
、
財
政
支
援
を

行
う
こ
と
。

三

捕
獲
さ
れ
た
鳥
獣
を
可
能
な
限
り
食
肉
等
と
し
て
活
用
す
る
た
め
、
衛
生
管
理
の
徹
底
に
よ
る
安
全
性

の
確
保
や
販
売
経
路
の
確
立
、
消
費
拡
大
へ
の
支
援
な
ど
を
推
進
す
る
こ
と
。

四

本
法
で
は
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
海
獣
に
つ
い
て
も
、
適
切
な
保
護
及
び
管
理
が
図
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
な
場
合
に
は
、
速
や
か
に
生
息
情
報
の
収
集
を
図
り
、
除
外
対
象
種
の
見
直
し
な
ど
を
行
う
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
二
日
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